
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

【１】

計 画 給 水 人 口 30,450

現 在 給 水 人 口 24,834

244.3

料 金 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 12,570

配水池設置数

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

朝倉市

水道事業

計 画 期 間 ：

9

～

管 路 延 長

1,670

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 51 年 ４ 月 １ 日

水 源

策 定 日 ：

　年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

公営企業法適用

（全部適用）

千ｍ

料  金  改  定  年  月  日

（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 61.56

施 設 数

法適（全部・財務）

・ 非 適 の 区 分

㎥／日

平成22年4月1日

朝倉市水道事業経営戦略

事業の現況

【区分】口径別【基本料金】基本水量付基本料金【従量料金】定額料金

   資産維持費は、料金体系に組み込まれていません。

【水道料金表】

2

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



④ 組　織

【令和2年3月】

（２）

・平成31年度より、「上下水道サービスセンター」を民間委託で開始しました。委託内容は、各種申し込みの受付窓口業務、

　水道メーター検針業務、水道料金の問い合わせ対応等です。

【施設の統廃合】

・平成31年度に水道課及び下水道課を統合し、上下水道課とすることで人件費の削減を図りました。

・令和２年度より、福岡県水道広域化推進プランにおいて、広域化についての検討が始まりました。

【アセットマネジメント】

・アセットマネジメントは、厚生労働省の「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」における

　タイプ３Ｃレベルを実施しています。

・平成22年度から、公的資金補償免除繰上制度を利用し、年率5.0%の企業債約2,370万円を繰上償還しました。

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

【２】

これまでの主な経営健全化の取組

・経営比較分析表・・・・・【別紙１】のとおり

【民間活用】

【広域化】

【企業債の繰上償還】

　今後は、福岡県が主体となって開催する「水道広域化検討会」等に参加し、慎重に検討します。



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

・水需要の予測は、給水人口予測と1人１日有収水量原単位を基に予測しています。ちなみに1人当たり有収水量原単位は、

   令和2年度163㍑/人から令和12年度172㍑/人と微増傾向となっています。

・供給単価は、平成22年4月１日以来改定されていない172.1円/m3が、令和12年度まで水道事業の持続を維持されるという

   前提により収支見通しを立案しています。

【３】

料金収入の見通し

給水人口の予測

水需要の予測

・甘木地区及び朝倉地区への給水区域の拡張に伴う「朝倉市水道法事業変更認可」を基に、給水人口の将来予測を実施しました。

①給水収益　        (千円) 446,600 449,700 453,800 458,500 461,200 466,200 471,200 477,400 479,600 484,500 489,100 予測

②年間有収水量    (千m3) 2,595 2,613 2,637 2,664 2,680 2,709 2,738 2,774 2,787 2,825 2,842 予測

172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 171.5 172.1 予測③供給単価①/②  (円/m3)

令和10年度 令和11年度 令和12年度 備考
水量

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度



（４）

①更新をしなかった場合の健全度（構造物及び設備） 　　　②更新をしなかった場合の健全度（管路）

（５）組織の見通し

・令和2年度　　　事務職員3名　技術職員2名　→　令和12年度　事務職員3名　技術職員2名

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）：【別紙２】・【別紙３】のとおり

【４】

目　　　　標 ・有収率　92％

【整備計画】

・令和3年度　　　　　　 ：災害復旧事業及び管路更新事業　建設改良費　284,000千円

・令和4年度～令和12年度：管路更新事業　建設改良費　30,000千円

施設の見通し

【構造物・設備】

令和2年(西暦2020年)現在、構造物及び設備は健全資産は全体の約44%、経年化資産は約12%、老朽化資産は約44%ですが、

40年後の令和42年(西暦2060年)には、保有資産の約62%が老朽化資産に転換される見込みです。

【管路】

令和2年(西暦2020年)現在、管路は健全資産は全体の約70%、経年化資産は約30%、老朽化資産は0%ですが、40年後の

令和42年(西暦2060年)には、保有資産の約60%において老朽化資産への転換が見込まれ、健全資産を有しない状況となります。

本市の上位政策となる「福岡県水道ビジョン」に掲げられている経営理念を念頭に、当面は水道事業経営を推進します。

   ①　収支計画のうち投資についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

【５】

広    域    化

・ 資金残高対給水収益比率　：50％以上　・・・・・経営管理指標１(重点指標）

・企業債償還残高対料金収入：300%以内　・・・・  経営管理指標２(重点指標）

・企業債：０円（令和4年度~令和12年度）

目　　　標

【料金収入】

を進めることとしています。そこで、今後福岡県が主体となって開催する「水道広域化検討

会」等に参加し、慎重に検討します。

令和3年度は約130百万円の企業債を活用します。

今後の経営状況を考慮しつつ、水道施設等の更新などの

投資的経費に対する財源として、起債を検討する必要が

あります。

なお、不特定未普及事業財源は、大半が損益勘定留保資

金とします。

・既に、料金収納関係で、民間委託を実施しており、大きな効果を得ています。今後も事務

・甘木地区の給水区域拡張に伴う県南受水場の施設整備は、拡張区域内の計画が未策定であ

・経常収支比率：103％以上

・料金回収率　：100％以上

【企業債】

料金収入は、人口予測、1人１日有収水量、年間日数か

ら年間有収水量を算出し、これに平成22年度4月1日に

改定した供給単価172.1円/m3を乗じて算出しています

が、今後の水道施設等の更新や経常的経費悪化などの状

況によっては、水道料金の見直しの検討を行う必要があ

ります。

施 設・設 備 の 合 理 化

（スペックダウン）
グ又はスペックダウンにより適正な施設規模とし、維持管理費及び減価償却費の削減を目指

し検討します。

そ  の  他  の  取  組 ー

民間の資金・ノウハウ等の活用

（PPP/PFI等の導入等）
の効率化をはじめとし、「給水装置の修繕、応急処置業務」「検満メーターの取換え」や

「送配水管路の保守点検業務」等について、効果的な官民連携について検討します。

アセットマネジメントの充実

（施設・設備の長寿命化等

による投資の平準化）

②　収支計画のうち財源についての説明

るため、拡張事業の推進は今後協議していくこととしています。また、アセットマネジメン

トの充実に向け、今後はミクロマネジメントの取り組み検討を進めてまいります。

施設・設備の廃止・統合

（ダウンサイジング）
/日から7,700ｍ３/日に増量 され、市全体で18,170m3/日の水源能力を有します。

今後は、甘木地区の給水区域拡張内の定住状況をモニタリングしつつ将来水需要量の検証を

・小石原川ダムの完成により、令和2年度より福岡県南水道企業団からの受水量が2,100m3

適宜実施し、受水量増加に伴う年間受水費の増加に対して、既設水道施設のダウンサイジン

・福岡県水道ビジョンでは、筑後圏域を基本として多様な広域連携を先進事例等を基に検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単位（千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

284,900 30,000 30,000 30,000 30,000

130,800 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5,998 0 0 0 0

50,733

97,369 30,000 30,000 30,000 30,000

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

補填財源(損益内部留保資金等）

事業費の

財源内訳

事 　業 　費

事業費の

財源内訳

企　業　債

他会計補助金

他会計負担金

補助金（国）

補填財源(損益内部留保資金等）

補助金（国）

工事負担金

工事負担金

事 　業 　費

企　業　債

他会計補助金

他会計負担金



②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

【６】

内 となるように投資計画及び企業債率(充当率)を設定し、水道事業の持続を推進します。

料                  金

・本市の財政収支上の経営管理指標である「企業債償還残高/料金収入比率」 は、過去10か年

・水道事業の健全化を進めている中で、今後の未普及地域の拡張及び更新事業によっては、

料金改定などの検討もしなければならないため、経営状況を慎重に見極める必要があります。

企       業       債 では約375%～442%で推移しています。そこで、本経営戦略は、この経営管理指標を300%以

繰       入       金 の補助金及び負担金等の繰出金を繰り入れます。

資産の有効活用等（*2）による

収    入    増    加    の    取    組
ー

そ  の  他  の  取  組 ー

・総務省が示す地方公営企業繰出金の基準に基づき、市財政課と協議のうえ、一般会計等から

経 営 戦 略 の 事 後 検 証、

改 定 等 に 関 す る 事 項

水区域の拡張地区に具体的な拡張工事計画がないこと 、将来人口の減少が見込まれること、

水需要量が不確定 であることに対して、令和２年度より福岡県南水道企業団の受水量増加と

いった新たな費用増が あることから、随時、財政収支の検証を実施し安定かつ健全な水道経

営を実現します。

委       託       料

受       水       費

動       力       費

そ の 他 の 取 組

職  員  給  与  費

・民間企業でできるものは、民間委託を検討します。

・今後、福岡県南水道企業団の広域化と併せて、受水に関する水量及び単価の最適化に向け

て、検討を始めます。

・経費削減と電力の安定供給の両面から、新電力の調達について検討を始めます。

・基本的には現在の職員数を維持するが、委託による職員数の減に取り組む必要があります。

・工事費を含めて経費削減に取り組みます。

・本経営戦略は、令和３年度から令和12年度迄の10か年を期間としていますが、甘木地区給



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 460,458      457,741      451,142      464,800      469,500      472,200      477,200      482,200      488,400      490,600      495,500      500,100      
(1) 442,121      446,600      440,000      453,800      458,500      461,200      466,200      471,200      477,400      479,600      484,500      489,100      
(2) (B) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
(3) 18,337        11,141        11,142        11,000        11,000        11,000        11,000        11,000        11,000        11,000        11,000        11,000        

２． 106,080      117,048      114,864      113,644      113,951      114,337      114,800      115,409      115,359      115,639      115,508      114,196      
(1) 13,739        14,171        10,463        7,938          6,573          5,261          4,215          3,313          2,758          2,244          1,732          1,700          

13,739        14,171        10,463        7,938          6,573          5,261          4,215          3,313          2,758          2,244          1,732          1,700          
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(2) 91,912        102,804      104,328      105,706      107,378      109,076      110,585      112,096      112,601      113,395      113,776      112,496      
(3) 429            73             73             -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(C) 566,538      574,789      566,006      578,444      583,451      586,537      592,000      597,609      603,759      606,239      611,008      614,296      
１． 433,860      518,551      520,497      524,718      526,108      519,593      519,718      521,162      520,844      520,080      520,460      512,947      
(1) 21,421        33,280        32,058        33,412        33,478        33,544        33,610        33,676        33,742        33,808        33,874        33,900        

10,759        15,586        15,617        15,648        15,679        15,710        15,741        15,772        15,803        15,834        15,865        15,900        
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

10,662        17,694        16,441        17,764        17,799        17,834        17,869        17,904        17,939        17,974        18,009        18,000        
(2) 223,206      297,992      300,700      300,386      301,867      303,355      304,850      306,352      307,863      309,380      310,906      312,500      

20,241        20,616        21,200        20,822        20,926        21,030        21,135        21,240        21,346        21,452        21,559        21,700        
21,965        26,454        22,300        26,718        26,851        26,985        27,119        27,254        27,390        27,526        27,663        27,800        
1,724          4,545          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          

179,276      246,377      253,200      248,846      250,090      251,340      252,596      253,858      255,127      256,402      257,684      259,000      
(3) 189,233      187,279      187,739      190,920      190,763      182,694      181,258      181,134      179,239      176,892      175,680      166,547      

２． 37,674        34,511        36,763        29,272        26,153        23,046        20,280        17,785        15,736        13,815        11,941        10,056        
(1) 37,486        34,511        31,763        29,272        26,153        23,046        20,280        17,785        15,736        13,815        11,941        10,056        
(2) 188            -               5,000          -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(D) 471,534      553,062      557,260      553,990      552,261      542,639      539,998      538,947      536,580      533,895      532,401      523,003      
(E) 95,004        21,727        8,746          24,454        31,190        43,898        52,002        58,662        67,179        72,344        78,607        91,293        
(F) 13,595        15,334        -               10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
(G) 93             2               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
(H) 13,502        15,332        -               10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        

108,506      37,059        8,746          34,454        41,190        53,898        62,002        68,662        77,179        82,344        88,607        101,293      
(I) 108,506      37,059        8,746          34,454        41,190        53,898        62,002        68,662        77,179        82,344        88,607        101,293      
(J) 1,560,668    1,524,091    1,519,072    1,512,778    1,504,961    1,499,787    1,498,138    1,500,159    1,505,663    1,514,517    1,517,965    

38,356        9,696          10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
(K) 230,360      183,717      188,451      189,409      191,777      181,014      177,357      160,421      155,782      136,694      127,830      

135,791      138,629      138,629      139,575      141,943      131,180      127,523      110,587      105,948      104,681      93,830        
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

75,257        25,197        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 460,458      457,741      451,142      464,800      469,500      472,200      477,200      482,200      488,400      490,600      495,500      500,100      

(N)

(O)

(P)

別紙２

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

材 料 費

令和４年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 100            68,800        130,800       -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

２． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

３． 34,868        43,061        96,645        34,865        34,474        27,386        27,753        15,835        15,835        13              13              -                

４． 34,214        35,961        37,291        35,500        36,256        34,711        33,591        31,720        30,118        29,843        15,242        -                

５． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

６． -                9,567          5,998          -                -                -                -                -                -                -                -                -                

７． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

８． -                22,048        50,733        -                -                -                -                -                -                -                -                -                

９． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(A) 69,182        179,437       321,467       70,365        70,730        62,097        61,344        47,555        45,953        29,856        15,255        -                

(B) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(C) 69,182        179,437       321,467       70,365        70,730        62,097        61,344        47,555        45,953        29,856        15,255        -                

１． 40,317        144,000       284,900       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

２． 148,640       151,613       154,452       155,944       158,423       152,228       148,571       131,635       126,996       107,908       108,889       108,427       

３． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

４． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

５． -                3,000          3,000          -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(D) 188,957       298,613       442,352       185,944       188,423       182,228       178,571       161,635       156,996       137,908       138,889       138,427       

(E) 119,775       119,176       120,885       115,579       117,693       120,131       117,227       114,080       111,043       108,052       123,634       138,427       

１． 97,321        84,475        83,411        85,214        83,385        73,618        70,673        69,038        66,638        63,497        61,904        54,051        

２． 108,506       37,059        8,746          34,454        41,190        53,898        62,002        68,662        77,179        82,344        88,607        101,293       

３． -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

４． 2,773          13,090        2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          2,727          

(F) 208,600       134,624       94,884        122,395       127,302       130,243       135,402       140,427       146,544       148,568       153,238       158,071       

△ 88,825 △ 15,448 26,001 △ 6,816 △ 9,609 △ 10,112 △ 18,175 △ 26,347 △ 35,501 △ 40,516 △ 29,604 △ 19,644

(G) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

(H) 1,864,407     1,781,594     1,757,942     1,601,998     1,443,575     1,291,347     1,142,776     1,011,141     884,145       776,237       667,348       558,921       

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） 決算 見込

13,739        14,171        10,463        7,938          6,573          5,261          4,215          3,313          2,758          2,244          1,732          1,700          

13,739        14,171        10,463        7,938          6,573          5,261          4,215          3,313          2,758          2,244          1,732          1,700          

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

69,082        101,070       184,669       70,365        70,730        62,097        61,344        47,555        45,953        29,856        15,255        -                

69,082        101,070       184,669       70,365        70,730        62,097        61,344        47,555        45,953        29,856        15,255        -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

82,821        115,241       195,132       78,303        77,303        67,358        65,559        50,868        48,711        32,100        16,987        1,700          

別紙３

令和１２年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和９年度 令和１０年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資 本 的 収 支 分

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度令和４年度本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１１年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

他 会 計 負 担 金

令和１２年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度



【別紙１】

【７】


